
身体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この運営要綱は、身体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会規程第８条の規定に

基づいて、身体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会（以下「委員会」という。）の運営に

関し必要な事項を定める。 

（審査対象） 

第２条 身体教育医学研究所うんなん（以下「研究所」という。）で研究に従事する者あるい

は研修を受ける者（以下「研究者等」という。）が、研究所内外で行う人を対象とする生命

科学・医学系研究又は人由来の試料・情報を用いる研究について、科学的合理性及び倫理

的妥当性を審査する。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する研究については、倫

理審査を行わなくても差し支えがないものとする。 

 （１）法律の規定に基づき実施されたもので、あらかじめ研究使用を明記したもの又は個

人承諾のある調査データのみを使用する研究 

 （２）既に作成されている匿名加工情報のみを用いる研究 

 （３）研究成果としては公表されない演習、訓練あるいは研修に関する研究 

 （４）他機関から研究所に研修のために派遣された者が、自らの担当業務に関わる試料・

情報のみを使用し、研究所において匿名加工情報のみを用いる研究 

２ 承認された研究計画のうち５年を超えて継続している研究 

３ 承認された研究計画であって開始後に変更が必要となった研究 

（審査内容） 

第３条 委員会では、科学的合理性及び倫理的妥当性を有するか否かを次の項目について人

を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に基づき審査する。 

  ①研究の意義 

  ②研究者や研究組織の適格性 

  ③研究方法 

  ④対象者に予想されるリスクと研究から得られる利益及び知識の重要性の比較考量 

  ⑤インフォームド・コンセントに関する事項 

  ⑥試料・情報入手等の方法 

  ⑦個人情報保護体制の整備状況 

⑧利益相反の有無と対応 

  ⑨研究結果の公表の方法 

（迅速審査） 

第４条 委員長は、迅速審査を行うために、身体教育医学研究所うんなん条例第８条第２項

に規定する委員のうちから２名の委員を指名することができる。 

２ 指名された委員は、迅速審査の適否とともに、迅速審査が適当と判断された場合にはそ

の審査判定結果を迅速審査判定報告書（様式１号）により委員長に報告する。 

３ 委員長は、前項の報告を総合的に判断して迅速審査判定を確定し、事務局を通じてすべ

ての委員に迅速審査判定書を配布する。 

４ 迅速審査判定は、迅速審査判定書を各委員に送付した翌日から起算して１０日以内に委



員から異議がなかった場合には、委員長が委員会の判定として確定する。 

５ 迅速審査による審査に委ねることができる事項は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において倫理

審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の件を受けている場合の審査 

（２）研究計画の軽微な変更の審査 

（３）侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査 

（４）軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査 

（５）その他、委員会が迅速審査と判断した場合 

なお（２）に該当する事項のうち、委員会が事前に確認のみでよいと認めたもの（研究責

任者の職名変更や研究者の氏名変更など）に関しては報告事項として取り扱うことができる。 

６ 迅速審査に該当しない研究は、次の各号に掲げるものとする。 

 （１）研究対象者に対して侵襲を伴う研究（軽微な侵襲を除く） 

 （２）研究期間が５年を超える研究 

 

附 則 

 

この運営要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この運営要綱は、平成２８年２月５日から施行する。 

この運営要綱は、令和４年８月５日から施行する。 

 



様式第１号 

年   月   日 

 

 

身体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会  

倫理審査委員長        様 

 

身体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会 

倫理審査委員           印 

 
迅速審査判定報告書 

 

  平成   年   月   日付けであった研究計画の変更に伴う迅速審査の実施について、身

体教育医学研究所うんなん倫理審査委員会運営要綱に基づいて審査し、判定したので通知し

ます。 

 

１．研究題目  

２．審査日 年   月   日 

３．倫理審査の適否 適 ・ 否 

４．判 定 

１）承認 

２）条件付承認 

３）変更の勧告 

４）不承認 

５．理 由 

 

 

  

 


